
と う み 気 候 非 常 事 態 宣 言

～ 一 人 ひ と り の 行 動 が 未 来 に つ な が る ～

世界各地で頻発している熱波、干ばつ、洪水、自然火災などの気象災害は、地球温

暖化などの気候変動が影響していると言われています。

我が国においても、大型台風の襲来や猛暑、日照不足、長雨などにより、かつてない

深刻な状況にあります。

本市では、気候変動及びその影響を軽減するため、持続可能な開発目標（SDGs）に

根ざした取り組みを進めています。

目標の達成に向けて、市、市民、事業者は、気候変動が市民生活に甚大な影響を

及ぼすという危機感を共有し、それぞれの立場で「自分ごと」と捉え、日ごろから意識を

持って行動することが求められています。

本市はここに気候非常事態を宣言し、東御市地球温暖化対策地域推進計画に基づ

き行動するとともに、２０５０年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指します。

１． 地の利を生かした再生可能エネルギーの利用を促進します

₂１． 環境学習や CO 排出削減など市・市民・事業者による環境活動に取り組みます

１． 自家用車の利用低減など脱炭素に向けた地域環境の整備に取り組みます

１． ごみの減量、資源化を徹底し循環型社会の構築を目指します

令和２年（２０２０年）１２月８日

東御市長


